
 

 

武蔵野市高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画 
～まちぐるみの支え合い（地域包括ケア）の推進・強化に向けて～ 

＜令和３（2021）年度～令和５（2023）年度＞ 
（概要版） 

 

 

武蔵野市第六期長期計画の重点施策として推進する「地域共生社会」は、これまで進めてきた「地域

リハビリテーション」の理念との共通点がみられるため、本計画では、「武蔵野市ならではの地域共生社

会の推進」を基本理念とします。これまでどおり、認知症や中・重度の要介護状態になっても、住み慣

れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることが出来るよう高齢者の尊厳を尊重し、“誰も

が住み慣れた地域で生活を継続できる”ことを基本目標として設定します。また、“まちぐるみの支え合

いの仕組みづくり”を基本方針とし、基本目標の実現のために必要な人材の確保や医療と介護の連携を

引き続き強化していきます。 

 

基本理念：武蔵野市ならではの地域共生社会の推進 

基本目標：誰もが住み慣れた地域で生活を継続できる 

基本方針：まちぐるみの支え合いの仕組みづくり 

 

本 計 画 の 基 本 方 針  
 

これからも引き続き、いつまでもいきいきと健康に、ひとり暮らしでも、認知症になっても、中・重

度の要介護状態になっても、誰もが住み慣れた地域で生活を継続できるまちづくりを着実に進め、武蔵

野市ならではの地域共生社会を実現していきます。そのため、高齢者の生活を支える人材の確保と育成、

高齢者の自立支援と重度化防止のために不可欠な医療と介護の連携に重点的に取り組み、まちぐるみの

支え合いの基盤をつくっていきます。 

 

＜2025 年に向けて武蔵野市が目指す“高齢者の姿とまちづくり”＞ 

 

 

 

計画期間は令和３（2021）年度から令和５（2023）年度までの３年間ですが、地域包括ケアシステ

ムの推進・強化に向けて、2025 年及び 2040 年までの中長期的な高齢者の生活をイメージして作成し

ています。 

１ 本計画の基本的な考え方 

２ 計画期間 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・高齢者がいつまでもいきいきと健康でありつづけることができるよう、今後も、

高齢者の自立支援、介護予防、重度化防止やまちぐるみの支え合いの取組みを

進めていきます 

・誰もが地域活動の担い手となるような、共助・互助の取組みの推進・拡充を進

めていきます 

・国の交付金を活用しながら、これまで以上に介護予防・重度化防止への取組み

を拡充・推進していきます 

・市民の支援ニーズの複雑化・多様化をふまえ、総合的な相談窓口の設置や、相

談を受け止め課題解決に向けサポートする職員の配置を検討します 

・関係部署が分野横断的に連携して対象者の状況を把握し、様々な支援ニーズに

速やかに対応できる体制を強化します 

 

重点１ 

いつまでもいきいきと健康

に“誰もが住み慣れた地

域で生活を継続できる” 

・これまで進めてきた様々な取組みの認知度を高め、ひとり暮らしでも安心して

在宅生活を継続できるまちづくりを進めていきます 

・ひとり暮らしや高齢者のみ世帯等を対象とした市独自の高齢者施策を引き続き

実施します 

・既存の市単独サービスについて、支援を必要とする人が適切に利用できるよう、事

業内容の充実や対象者の拡大等に関して、市民のニーズに合わせた見直しを検討

します 

・従来の対面や市報等での広報にさらに力を入れるとともに、インターネットや

SNS の活用等も含め、より効果的な周知に努めます 

重点２ 

ひとり暮らしでも“誰もが

住み慣れた地域で生活を

継続できる” 

・認知症の方が尊厳を持って地域で安心して暮らし続けることができるよう、適

時適切な支援体制を強化するとともに、引き続き家族介護者の身体的・精神的

負担の軽減を図ります 

・まちぐるみの支え合いによる支援体制構築を進めるとともに、関係機関と連携

しての相談支援の強化を図ります 

・事業の利用状況の分析により認知症高齢者や家族介護者のニーズを把握し、一

層の負担軽減が図れるよう検討します 

重点３ 

認知症になっても“誰もが

住み慣れた地域で生活を

継続できる” 

・武蔵野市の特性にあった地域に密着した生活の場（地域の福祉インフラ）の整

備を促進します 

・中・重度の要介護者における一定程度の施設サービスに対するニーズに応え、

今後さらに高まる医療ニーズに対応していくため、民間事業者の経営負担を軽

減し、武蔵野市への参入を促進します 

・未利用の市有地の貸付について、定期借地権設定契約を基本とし、土地価格等

の貸付料について、通常に算定された額から減額する制度の創設を検討します 

重点４ 

中・重度の要介護状態に

なっても“誰もが住み慣れ

た地域で生活を継続できる” 

・「武蔵野市地域医療構想（ビジョン）2017」との整合性を図りつつ、取組みを

進めていきます 

・「脳卒中地域連携パス」や「もの忘れ相談シート」の有用性を関係者に改めて周

知し、さらに活用を促進していきます 

・もしもの時に自分の受けたい医療や介護について適切な意思表示ができるよ

う、市民向けの講演会や医療・介護関係者による研修会を実施します 

・より多くの在宅や施設での看取りが可能となるよう、医療・介護関係者の多職

種連携や環境整備を推進します 

重点５ 

自立支援・重度化防止へ

向けた医療と介護の連携 

・地域包括ケア人材育成センターが行う総合的な介護人材の確保、育成事業を拡

充し、引き続きあらゆる取組みを進めていきます 

・令和２（2020）年度に実施した「介護職・看護職Ｒｅスタート支援金事業」

の継続を検討し、人材の確保に取り組みます 

・介護の仕事内容、介護の仕事の魅力について、広く周知を図ります 

・介護職員・看護職員のモチベーションにつながるような取組みを推進します 

・外国人介護人材については、現状のニーズに沿った支援を検討します 

・介護現場の業務改善や文書量削減、ロボット・ICT の活用の推進等による業務

の効率化の取組みの支援を検討します 

重点６ 

高齢者を支える人材の 

確保・育成 

３ 重点的取組み 



 

 

第８期介護保険事業計画期間における基本的方向性 
 
■  第８期の介護保険事業計画策定にあたっての大きなポイントは、①2025 年を含む第９期介護保険事業計画直前の

計画、②2040 年をも見据えた武蔵野市の地域の実情に合った中長期的な基盤整備の検討が必要、③地域包括ケア見え

る化システム、保険者機能強化推進交付金等の評価指標等を活用した進捗管理（PDCA サイクル）を踏まえた計画、④

基礎資料となる実態調査拡充により、市民ニーズ及び実態把握を強化、⑤介護保険保険者努力支援交付金の創設等、拡充

された交付金の活用による高齢者の自立支援・重度化防止等に向けた取組みのさらなる推進が必要であることの５点で

す。地域マネジメントの推進とまちぐるみの支え合いの強化に向けた介護保険事業の充実を進めていきます。 

拡充 保険者機能強化推進交付金等を活用した介護予防事業の拡充

拡充 介護保険制度の適切な運営による自立支援・重度化防止の推進

「健康長寿のまち武蔵野」の推進

在宅介護・地域包括支援センターによる介護サービス未利用者の定期的な実態把
握

住民主体の介護予防活動への支援の充実

口腔機能の維持・向上のための支援体制の充実

食に対する意識向上と栄養改善の取組み

生きがいづくりのための主体的な活動への支援

老人クラブへの活動支援

武蔵野市認定ヘルパー制度の推進

就労支援の充実

拡充 いきいきサロン事業の拡充

生活支援コーディネーターを中心とした地域の自主的な取組みの支援

拡充 テンミリオンハウス事業の推進

拡充 シニア支え合いポイント制度の拡充

移送サービス（レモンキャブ事業）の推進

拡充 地域共生社会のさらなる推進

病院機能の維持・病床の確保

拡充 在宅医療と介護連携の強化

拡充 保健・医療・介護・福祉の有機的な連携のための研修の充実

拡充 暮らしの場における看取りの支援

武蔵野市訪問看護と介護の連携強化事業による中・重度の要介護者の在宅生活
継続支援

新規 福祉総合相談窓口設置や福祉相談コーディネーター配置の検討

拡充 重層的な相談支援体制の強化

認知症に関する普及・啓発の強化

拡充 認知症相談事業の強化

拡充 認知症の方の生活を支えるサービス

認知症予防の取組み

拡充 まちぐるみの支え合いによる支援体制づくり

認知症の方への適時適切な支援体制の強化

新たな認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム）の整備

拡充 高齢者等緊急訪問介護事業（レスキューヘルパー事業）

「見守り・孤立防止ネットワーク」による安否確認体制の充実

拡充 高齢者安心コール事業

高齢者なんでも電話相談事業

拡充 エンディング（終活）支援事業

拡充 市の高齢者施策の周知強化

拡充 成年後見制度の地域連携ネットワークの推進

拡充 武蔵野市成年後見利用支援センターの機能強化

武蔵野市介護保険利用者負担額助成事業

ダブルケア、トリプルケアへの支援や介護離職防止のための取組み

拡充 家族介護支援の推進

看護小規模多機能型居宅介護の整備

武蔵野市住宅改修・福祉用具相談支援センターとの連携

摂食嚥下支援体制の充実

虐待防止の推進

拡充 基幹型地域包括支援センターの相談支援の強化

在宅介護・地域包括支援センターの目標設定と評価

拡充 家族介護用品支給事業のアセスメントの強化

災害時避難行動支援体制の推進

拡充 福祉避難所の拡充

拡充 介護トリアージ（仮称）の具体的運用の検討

新規 在宅避難の推進

拡充 新型コロナウイルス感染症対策

拡充 地域包括ケア人材育成センターによる、総合的な人材確保・育成事業の拡充

新規 介護人材の発掘と定着支援

外国人介護人材の育成支援

ケアマネジャーの質の向上へ向けた体系的な教育・研修

ケアリンピック武蔵野の開催

武蔵野市の介護保険に貢献した永年従事者表彰制度

介護現場の業務の効率化の取組み

苦情相談対応・相談体制の推進

第三者評価受審の促進

新規 市独自の福祉インフラ整備にかかる補助制度の創設

新規
小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護を新たに開設する
事業者への運営費等支援の検討

新規
特別養護老人ホームに係る市独自の多床室・従来型個室の施設整備補助制度の
検討

新規 高齢者総合センターの大規模改修

中町３丁目国有地を活用した地域密着型の特別養護老人ホーム等の整備

看護小規模多機能型居宅介護の整備【再掲】

拡充 住宅の安定した供給促進と入居及び居住支援の充実

ライフステージ・ライフサイクルに合わせた住まいの備えへの支援の促進

サービス付き高齢者向け住宅における医療・介護連携又はテンミリオンハウス事
業との連携の推進

新規 バリアフリー情報の発信

個別施策第六期長期計画基本施策 基本施策 施策の方向性

いつまでも健康でありつづけるための

自立支援、介護予防・重度化防止の推進

市民が主体となる地域活動の推進

ひとり暮らしでも

安心して暮らしつづけられる

認知症になっても

安心して暮らしつづけられる

介護離職をせずに

安心して暮らしつづけられる

中・重度の要介護状態になっても

安心して暮らしつづけられる

災害や感染症が発生しても

安心して生活できる

地域包括ケアシステムを支える病院機能の維持

及び在宅医療・介護連携の推進

医療と介護の複合的な課題のある

高齢者を支える

多機能なサービスの整備

高齢者とその家族を支える

人材の確保・育成

いきいきと暮らしつづけ

られるために

市民の支え合いを

はぐくむために

住み慣れた地域で

安心して暮らしつづけら

れるために

医療ニーズの高い

高齢者を支えるために

介護や看護に従事する

人たちが誇りとやりがい

を持って働きつづけられ

るために

いつまでもいきいきと健康に

ひとり暮らしでも

認知症になっても

中・重度の

要介護状態になっても

高齢者を支える人材の確保・育成

医

療

と

介

護

の

連

携

・

災

害

や

感

染

症

へ

の

備

え

地域マネジメントの推進と

まちぐるみの支え合いの

推進強化に向けた

介護保険事業の充実

地域分析に基づく保険者機能の向上

介護保険事業の充実

複雑化・多様化した支援ニーズに対応する

重層的な相談支援体制の強化

１ まちぐるみの支え合

いを実現するための取

組み

２ 生命と健康を守る地

域医療充実への取組み

と連携の強化

３ 安心して暮らし続け

られるための相談支援

体制の充実

４ 福祉人材の確保と育

成に向けた取組み

５ 新しい福祉サービス

の整備

いつまでもいきいきと健康に

地域共生社会の実現に向けた取組み

４ 施策体系と具体的な個別施策 

５ 地域マネジメントの推進とまちぐるみの支え合いの強化に向けた介護保険事業の充実 



＜第８期介護保険事業計画における介護サービスの水準の基本的な考え方とサービス基盤整備＞ 

 

 

 

 

 

第 1 号被保険者保険料の見込み 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低所得者の方への対応 
 
■  低所得者の方の保険料について、公費を投入して低所得者の保険料の軽減強化を行う仕組みによ

り、第６期から第１・第２段階の保険料の軽減を行ってきましたが、令和元（2019）年 10 月

の消費税率 10％への引き上げに合わせて、令和元（2019）年度より第 1・第 2 段階でさらな

る軽減を行うほか、第 3・第 4 段階を新たに軽減の対象とする軽減強化が行われました。第 8 期

計画期間においても公費投入による軽減強化を継続します。 

■  「介護保険利用者負担額助成事業」は、令和 3（2021）年３月利用分をもって終了することと

なっています。しかしながら、昨今の新型コロナウイルス感染拡大により、経済的影響を受けて

いる方、通所介護やショートステイの利用が困難となり訪問型の介護サービスに切り替えて生活

を維持されている方も見られ、引き続き支援が必要と考えられることから、第 8 期介護保険事業

計画期間においても継続します。 

国の介護保険制度改正への武蔵野市の対応 
 
■  武蔵野市は、市民や事業者の皆様から直接意見を伺う現場自治体として、軽度者に対する給付の

見直し（軽度者の生活援助サービス等の地域支援事業への移行）が認知症の方や精神疾患の方に

対する援助に与える影響を問題視して、国等の検討委員会委員や意見聴取等への協力により、見

直しには慎重な対応を求めています。 

■  第 8 期介護保険事業計画期間の第１

号 被 保 険 者 の 実 質 保 険 料 月 額 は

6,799 円（下表（a））ですが、新型

コロナウイルス感染症の拡大により

経済的影響が見られる状況下で、保険

料上昇を抑制するため、介護給付費等

準備基金を 7 億 1,238 万 1 千円取り

崩し、保険料基準額を第７期と同額の

6,240 円（下表（ｂ））に据え置きま

した。 

第7期
平成30年度

～令和２年度

第8期
令和3年度

～5年度

実質保険料月額（a） 6,573円 6,799円
基金取崩し額 420,964（千円） 712,381（千円）

基金取崩し等による減

（その他特例交付金等含む）
△ 333円 △ 559円

保険料基準月額（b） 6,240円 6,240円

増減額（対前期比） 280円 0円

全国
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施設サービス給付月額(円)（時点）令和元年(2019年)

（出典）厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（令和元,2年度のみ「介護保険事業状況報告」⽉報）
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武蔵野市

在宅及び居住系サービス 16,381円

施設サービス 8,548円

東京都

在宅及び居住系サービス 15,705円

施設サービス 6,894円

全国

在宅及び居住系サービス 14,260円

施設サービス 7,696円

在宅⼤・施設⼩ 在宅⼤・施設⼤

在宅⼩・施設⼩ 在宅⼩・施設⼤

地域包括ケア「⾒える化」

システム指標D6加工

【２】今後は⼤規模な土地の確

保が困難な状況である中で、団

塊の世代の後期高齢到達に伴う

要介護認定者数の増加に対応

するため、新たな方策により介護

施設を整備する。

【1】現状の居宅サービス⽔準を

維持・拡充しつつ、第７期事業

計画期間中に開設を予定してい

た施設等について、引き続き整備

を図る。

●現状の居宅サービス⽔準を維持・拡充する。

●新型コロナウイルス感染症拡⼤の影響等により遅

延している、以下の必要な施設等について、市独自

の福祉インフラ整備にかかる補助制度の創設等によ

り引き続き整備を図る。

・看護⼩規模多機能型居宅介護１事業所

・認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

１施設

●ショートステイの定員数やデイサービスエリア等の調

整・改修などにより既存の特別養護⽼⼈ホームの⼊

所定員数を増加する。


